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Ⅰ．こどもの事故防止について
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１．こどもの事故防止に関する
取組の推進について

4



データで見る「こどもの不慮の事故」
１．こどもの「不慮の事故」の特徴

死因の詳細（年齢別・上位）

３．こどもの不慮の事故の死因別死亡数

２．こどもの不慮の事故の年齢別死亡数

防止策を講じることで、発生を未然に防ぐこと、重症化など事故
の影響を最小限に食い止めることができる場合がある。

こどもは発育段階や運動機能の発達に応じて、行動や特性が変わ
り、その都度様々な事故に遭うおそれが出てくる。

こどもは自分の行動が事故へつながることを想像するのは困難。

周囲の大人が『こどもの見守り』や
『こどもの発育段階に応じた支援を行う』とともに、
『事故が起きない環境をあらかじめ作る』ことが重要。

直近５か年における、
こどもの不慮の事故は、
「窒息」
「交通事故」
「不慮の溺水」
が死因の上位にある。

直近５か年における、
こどもの不慮の事故に
よる死亡数を年齢別で
見ると、
0歳が330件で
0～14歳の30.6％を
占め、0～4歳で
56.8％を占めている。

０歳 １歳 ２歳

第１位
窒息 （ベッド内）

119人
交通事故

36人
交通事故

22人

第２位
窒息 （胃内容物の

誤えん）78人
溺水（浴槽内）

19人
窒息 （食物の誤え

ん）8人

第３位
窒息 （詳細不明）

24人
窒息 （食物の誤え

ん）14人

転落 （建物又は建造
物）、窒息 （胃内容物

の誤えん）各7人

３歳 ４歳 ５～９歳

第１位
交通事故

19人
交通事故

14人
交通事故

87人

第２位
溺水 （浴槽内）

5人
転落 （建物又は建

造物）9人
溺水 （自然水域

内）43人

第３位
溺水 （自然水域内）、
窒息 （胃内容物の誤

えん）各4人

溺水 （その他）
3人

溺水 （浴槽内）
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こどもを事故から守る！事故防止ハンドブック①
事故防止ハンドブックについて 事例2．食事中に食べ物で窒息

https://www.cfa.go.jp/
policies/child-safety-
actions/handbook/

0歳から6歳（小学校に入学
前の未就学児）のこどもに、
予期せず起こりやすい事故と
その予防法、もしもの時の
対処法のポイントをまとめた
もの。

【授乳期の間の注意ポイント】
固くて噛むことが困難な食材（えび、貝類、
おにぎりのりなど）は使用を避け、食塊の
固さや切り方によってつまりやすい食材
（りんご、なしなど）は柔らかくなるまで
加熱するなど工夫しましょう。

【授乳期を過ぎ３歳頃までの間の注意ポイント】
上記の固くて噛むことが困難な食材や食塊の固さや切り方によって
つまりやすい食材は、歯の生え方や嚙み砕く力、飲み込む力に応じ
て適度な大きさに切るなどして与えましょう。

【０～５歳までの注意ポイント】
●固いナッツ・豆類、粘着性が高く飲み込みづらい食材（もち、

白玉団子など）や、弾力性があり噛み切りにくい食材（いか、
こんにゃくなど）は、窒息のリスクがあるため、使用を避けま
しょう。

●球形や大きさから、気道に入り、つまりやすい食材（ミニトマト、
ぶどう、さくらんぼ、個装チーズ、うずらの卵など）は４等分
して形や大きさを変えたり、皮を取り除くなど工夫をしましょう。

【食事の時の行動の注意ポイント】
●食べ物を口にいれたまま遊んだり、話したり、寝転んだりさせな

いようにしましょう。
また、泣いているこどもをあやそうとして、食べ物を与えるのは
やめましょう。

●眠そうなときに食事をさせることも避けましょう。
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事例1．転倒によりぶら下げていた
水筒が腹部にあたる事故 NEW！

気温が高く水分補給が欠かせない時期は、こどもが水筒を持ち歩く
機会も多く、転倒した際に首や肩に掛けていた水筒がお腹に当たり、
内臓を損傷する等の事故が起きています。

【注意ポイント】

●水筒はなるべくリュックサック等に入れましょう。

●水筒を首や肩に掛けているときに走らないようにしましょう。

●遊具等で遊ぶ場合は、水筒を置いて遊ぶようにしましょう。



【注意ポイント】
●抱っこ乗車は危険です。

こどもを抱っこしたままシートベルトを
締めることも危険です。

●短時間の乗車であっても、チャイルドシート
（※ジュニアシートを含みます）を使用しま
しょう。

●6歳になるまでは、必ずチャイルドシートを使用しましょう。
6歳になっても、シートベルトを正しく使える体格（目安は身長
150cm以上）になるまではチャイルドシートを使用しましょう。

●チャイルドシートは取扱説明書をよく読んで、
座席にしっかり取り付け、正しく使用しましょう。

こどもを事故から守る！事故防止ハンドブック②
事例３．チャイルドシート未使用・誤使用による事故

事例４．入浴時に溺れる

【注意ポイント】

●大人が洗髪する際には、こどもを浴槽か
ら出しましょう。

●浮き輪の使用中でも溺れる事故が発生し
ています。保護者が目を離す状況で使用
するのはやめましょう。

●お風呂から上がる際には、こどもを先に
浴槽・浴室から出しましょう。

事例５．窓やベランダなどからの転落

【窓や出窓の注意ポイント】

●窓に補助錠やストッパーをつけて、大きく
開かないようにしましょう。

●窓の近くにベッドやソファーなど踏み台
になるものは置かないようにしましょう。

●網戸に寄りかかると破れて転落するおそれ
があるので、窓を開ける幅を制限できない
場合は、網戸に寄りかかれないよう柵を
設置しましょう。

【ベランダなどの注意ポイント】

●ベランダをこどもの遊び場にしないように
し、こどもだけでベランダに出ないよう
注意しましょう。

●ベランダから身を乗り出すと転落する危険
があることを教えましょう。

●ベランダに植木鉢、椅子などの踏み台に
なるものを置かないようにしましょう。
エアコンの室外機は手すりから60cm以上
離して設置するか、上からつるしましょう。

●こどもだけを家に残して外出することは
避けましょう。
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「こどもの事故防止に関す
る関係府省庁連絡会議」の
取組として、「こどもの事
故防止週間」を実施してい
る。
令和６年度は、「熱中症に
よる事故への安全対策」を
テーマに、「みんなで見守
り『こどもの熱中症』を
防ぎましょう！」をスロー
ガンとして、7月15日から
21日までの1週間、事故を
防ぐポイント等について、
ポスターやSNSなどを通じ
て広報啓発を行った。

こどもの事故防止に関する取組の推進
１．こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議 ２．こどもの事故防止週間

３．事故防止ポータルサイト

様々な事故情報や
事故防止の取組事例、
事故が起きたときの
応急手当の方法など
の情報を発信。

https://www.cfa.go.jp/
policies/child-safety-
actions/

「こどもの事故防止週間」
ポスター（令和６年度）

・こどもの事故の実態
及びこどもの事故防止
に向けた各種取組等の
情報交換
・効果的な啓発活動の
実施
・関係者の取組推進の
ための方策等について
検討 https://www.cfa.go.jp/councils/

child-safety-actions-review-
meetings/
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２．教育・保育施設等における
事故防止対策について
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教育・保育施設等における重大事故防止に向けた取組
１．有識者会議の開催

４．事故情報データベースの公表

２．ガイドラインの周知徹底

３．事故情報集計結果の公表

平成27年４月から教育・保育施設等における重大事故が発生した場合
の国への報告の仕組み等を整備するとともに、28年４月からは、死亡事
故等が発生した場合に、地方自治体は検証を実施し、事実の把握や発生
原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討することとしている。
国においては、地方自治体の検証報告等を踏まえた重大事故の再発防

止策について検討を行うため、教育・保育施設等における重大事故防止
策を考える有識者会議を開催しているほか、毎年度末に「年次報告」を
とりまとめ公表している。
【 主な検討課題 】
① 事故報告、事故情報データベースに基づく傾向分析等
② 地方自治体からの検証報告に基づく重大事故の再発防止策に関する提言
③ 事故報告、事故情報データベースの充実
④ ガイドライン等の改善
【 委 員 】
大学教授、保育関係者、被害児童の親等 １３名（令和７年２月現在）

事故の発生防止及び再発防止について取りまとめたガイドライン（※）
に関して、重大事故が発生しやすい時期（水遊び、節分等）や重大事故発
生時等のあらゆる機会を通じて、地方自治体、施設・事業所に対し、SＮ
Ｓ、講話、調査研究事業等のあらゆる機会を通じた周知徹底を図っている。
※ 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

（平成２８年３月発出）

【 ガイドライン種別 】
① 事故防止のための取組み ～施設・事業者向け～

重大事故が発生しやすい場面（睡眠中、水遊び、食事中）ごとの注意事項等
② 事故防止のための取組み ～地方自治体向け～

施設・事業者との連携体制の整備、施設・事業者に対する研修や指導監査等
③ 事故発生時の対応 ～施設・事業者、地方自治体共通～

事故発生時の段階的な対応（事故発生直後、事故直後以降、状況の記録、保
護者等への対応、報道機関への対応、国への事故報告、検証の実施）

死亡 意識不明 骨折 火傷 その他 計

保育所等 ６件 ２３件 1,638件 ３件 4５１
件 2,121件

放課後児
童クラブ ３件 １件 ５５１件 0 ９６件 ６５１件

計 ９件
(＋４)

２４件
（+5）

2,189件
(+292)

３件
(-３)

5４７
件

(+1３)
2,772件
(+311)

（）内は対前年比

【令和５年教育・保育施設等における事故報告集計】 (令和５年報告分、令和６年8月２日公表)

教育・保育施設等において発生した重大事故について、毎年１月１日か
ら１２月３１日までの間に国に報告があったものを集計し、公表している。
※ 平成２８年に公表開始（平成27年報告分以降を公表）

地方自治体から国に報告された重大事故について、事故の再発防止を目
的として、保育のプロセスを振り返り、特に重大事故が発生しやすい場面
ごとの注意事項や具体的な対応方法などについて情報共有を図るため、当
該情報をデータベース化し、公表している。
※ 平成27年に公表開始（平成27年度報告分以降を公表）

【 データベースの種別・内容 】
① 事故概要

「時系列等による事故発生時の状況」、「自治体による要因分析結果」
② 事故詳細

「施設・事業所の概要」、「発生時の体制」、「事故の転帰」、「施設・事
業所による要因分析」等

【 重大事故とは？ 】
「重大事故」とは、地方自治体から国への報告を求めている事故であって、

   死亡事故、意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）、
   治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいう。 10



Ⅱ．こどもの安全で安心な
社会環境の整備について

11



12

１．青少年が安全に安心して
インターネットを利用できるように
するための施策に関する基本的
な計画（第６次）について
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２．こどものインターネット利用に係る
啓発について
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３．いわゆる「闇バイト」への加担を防止
するための取組について



闇バイトに関する広報・啓発について

警察庁、文部科学省と連携し、10代の青少年
に向けた加担防止の啓発資料を作成。
令和６年12月13日、３省庁が公表、ＳＮＳ等

にて情報発信。
都道府県警察、自治体、各種学校、児童福祉関

係施設等にも周知依頼。

それ、「バイト」ではなく「犯罪」です!!

三原大臣によるメッセージ動画の配信

「10代の未来あるみなさんへ」と題して、こどもたちへのメッ
セージ動画（４本）を作成。
動画では、三原大臣が「闇バイトは犯罪。あなたの未来を大切に

してください。」などと、こどもたちに呼び掛け、注意喚起。
～10代の未来あるみなさんへ～
・闇バイトは犯罪！
・闇バイトにだまされないで！
・個人情報は送らない！
・家族などに必ず相談！

啓発資料の作成・情報発信

令和６年12月20日、公開。
こども家庭庁公式ＳＮＳ（X、
YouTube、Instagram）にて
情報発信。

警察庁
文部科学省
こども家庭庁
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